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I はじめに

目本で発展してきたメーカーとサプライヤーとの聞の諸関係が持つ性質につ

いて，従来さまざまな通念が形成されている。そうした通念の中でも，とりわ

け広く普及しているのは，次の二つである D 第 1の通念は r日本のメーカー

は，一般に，自分が生産のために使用する中間生産物を外部の企業から調達す

る場合，自分が組織した特定の諸企業のグループ，または自分が加入している

特定の諸企業のグループのメンバーだけを調達先とする傾向がある」というも

のである D そうしたグループのメンバー企業は，相互の聞に，絶えざる取引関

係を保っていて，この取引関係の中に，メンバーでない企業が参入しようとし

ても困難だと考えられている。第2の通念は， rそうしたグループが形成され

ネ この論文は， Journalol the Japanese and International Economies (JJIE)， VoI. 3， 1989， 

pp.1-30に，“Manufacturer-SupplierRelationships in ]apan and the Concept of Relation~ 

Specific Ski1l "という題名で発表された論文の日本語版である。英文からの直訳ではなし随

所でことばを補って，理解がいっそう容易になるように配慮した。上記英文論文は，第l稿，第

2稿，完成稿のいずれも英語で書き下ろされ，第L稿は， 1985年7月に六甲コンファレンスで，

また1986年6月にイエール大学においてオリバー・ウィリアムソンが筆者のために組織してくれ

たセミナーで，報告された。第2稿 (Asanuma，1986)は， 1986年9月にスタンフォード大学で

行なわれたセミナーで，また1987年1月に通商産業省が組織し東京で開催された日米シンポジウ

ムで， 報告された。これら研究集会の出席者たち， およびロナルド・ドーア， 小池和男， 青木

昌彦，ダユエル・オキモト，スコット・マステン，ムスタファ・モハテーレム，小野桂之介，チ

ヤールス・ホリオカ，今井晴雄，有賀健，ならびに JJIE誌のレフェリーから有益なコメントと

示唆を受けたことを感謝する。この論文に結実した調査と研究は，日本国文部省ダ日本経済研究

奨励財団，および財団法人京都大学創立七十周年記念後援会からの財政援助を受けて行なわれた

ものである。
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るということは， 日本に特有の現象であり， したがってまた， 日本人の文化的

ないし歴史的な特異性からのみ説明されうるものである」というものである。

上記の第 1の通念についていうと，そうした考えを裏書しているかに見える

例をp カジュアルな観察で拾い集めることは，容易にできょう o しかしながら，

買い手であるメーカーの側が製造している最終生産物がどんなタイプのもので

あっても，また売り手と買い手との間で取引される中間生産物がどんなタイプ

のものであっても，本当にそのような購買の仕方が常にとられているかどうか

を確かめるには，複数の産業を対象とする系統的な比較研究を行なわなければ

ならない。ところが従来の文献は，そうした系統的な比較研究の裏付けを欠い

ているように思われるo この論文の主要な目的は，私が1982年以来， 日本の自

動車産業と電気・電子機器産業を対象として実施してきた一連のフィールド・

リサーチにもとづいてp この空白を埋めることであるo

ウィリアムソンが1979年の論文 Williamson(1979) で提出した見方の線に

沿って，私は次のような仮説を採用するo それは，約「取引の性質の違いに依

存して，取引を制御するための機構 (governancestructure) の方も，系統的

に異なった様式 (mode)をとる」口付)rあるメーカーとそのメーカーに対する

サプライヤ一群との聞に長期的な諸関孫が見いだされるとしても，そうした諸

関係は，いま言及したような取引を制御するための機構がとりうるさまざまな

様式の全体がつくる集合の中の， 一つの部分集合として分析できる」。以上二

つの部分からなる仮説であるo 私は，上記二つの産業の最終生産物を製造して

いるいくつかの典型的な大企業を対象に選び，そのそれぞれと，それに対して

直接に供給を行なっているサプライヤ一群(つまり，いわゆる第 1次層のサプ

ライヤー〉のうち，頻発的に取引される部品を供給している種類の諸企業との

間の関係に焦点をしぼる。表現を簡潔にするため，これからあと，前者，つま

り買い手の大企業の方を「中核企業 (corefirm)J とよび，後者，つまり買い

手から見て第 1次層にある部品サプライヤーのことを，単に「サプライヤー

(supp1ier) Jとよぶことにしよう o この論文では，この研究の目的から見て適
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切な地位にある管理者たちを相手として行なった面接にもとづき，中核企業と

サプライヤーとの間の関係が，最終生産物の諸特徴，および部品の諸特徴によ

ってどのように変わるかを調べ，次いで，その対応関係の基礎にある因果的な

諸要因を分析するo

この論文の構成は，次の通りである。 Eの節では，二つの産業のそれぞれに

ていて， 頻発的なタイプに属する部品取引 (recurrenttype transactions of 

parts)を制御するために用いられている契約的枠組みの基本的な構造を示し，

さらに，各産業の中の諸中核企業を取り巻いているサプライヤ一群の特徴的な

構成に触れるo ここですでに明らかになるのは，少なくとも電気・電子機器産

業においては，中核企業とサプライヤーとの聞の関係も，またサプライヤーそ

れ自体も，はじめに挙げた第 1の通念が暗に想定しているほど等質的ではなく，

異なったタイプのものが存在していることであるo mの節で，中核企業とサプ

ライヤーとの聞の関係と，サプライヤーそれ自体の両方について，いくつかの

タイプを系統的に析出する。この作業の一つの結果として，次のことが示され

る。それは，長期的な関係はカスタム化された部品一一以下「カスタム部品」

とよぶーーが取引される領域においてもっとも高い密度で見いだされること，

そして，それは，カスタム部品の供給にたずさわるサプライヤーが，その中核

企業を取り巻くサプライヤ一群の中でも，その中核企業から受ける評定がとり

わけ高い企業だという要因にもとづいていることである。検出されたこの 1対

の事実から，次のような問いが呼び起こされるo それは，サプライヤーがカス

タム商品のサプライヤーとして「すぐれている」という評定を受けるためには，

具体的にどのような種類の能力が必要とされるのかという聞いである。 Nの節

で，この間いに取り組み， r関係特殊的技能 (relation-specificskill) Jという

概念を定式化するo Vの節では，この論文で提示された諸結果乞既存の理論

的文献にどのように関係づけることができるかを示す。第1に，青木が1988年

の書物 Aoki(1988)の中で提示した「関係準レγ ト (relationalquasi-rent) J 

と 1群の企業の間でのそのシェアリングという概念が，私が構築した関係特
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殊的技能の概念じよって基礎づけられうることを示す。第2に，この論文で私

が提示じた部品およびサプライヤーの分類方式を，取引を分類するためのウィ

リアムソンの枠組みと， どのように関係づけることができるかを簡潔に論じるo

VIの節は，この論文の結びである。

II 契約的枠組みの構造

この節では，最初に自動車産業の中での部品取引を制御している契約的枠組

みを記述し，次にそれを，電気・電子機器産業の中での，それとの対応物と比

較するo 自動車産業の中での取引関係は，一般にそう思われてきた通札実際

にふ典型的には長期的なものであるが，他方，電気・電子機器産業の中では，

取引関係の中にいくつか異質のものがあることを，私は示す。さらに，自動車

産業の中での取引関係ですらも，家族に似たグループの形成にスポットライト

を当ててきた伝統的な見方とは異なるさまざまな面を含んでいることを示す。

そうした面の中には，潜在的なサプライヤ一間に存在している競争，中核企業

とサプライヤーとの間で行なわれる交渉，および中核企業とサプライヤーとの

間で行なわれる協同作業がある。

1.自動車産業

カジュアノレな、観察にもとづいて論を立てる人びとは r日本のビジネス慣行

には一般に文書による契約が欠如している」と主張してきたが，この主張は事

実に反しているo 納入されるべき品目の仕様，価格，および取引のその他の諸

面を一度に全部定めている単一の契約書の代わりに，ひと組の契約書，契約と

して機能する諸文書，および確立した慣行が存在している。これらの断片を首

尾一貫した仕方で組み合わせると，日本の産業の中で頻発的なタイプの部品取

引を制御するために用いられている契約的枠組みが復元できるのである D

この枠組みのもっとも根底にあるレベルには， r基本契約」とよばれるタイ

プの契約が存在じている。これは，一つの中核企業が，あるサプFイヤーと取
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引関係に入ろうとするときに交わされる契約である。この契約の有効期間は通

常 1年であるが， どちらかの側が異議を申し立てないかぎり，自動的に更新さ

れる。この契約は，それだけを見ると，漠然としたものにしか見えないかもし

れない。なぜ、なら，それは，取引対象となる特定の品目がなんであるかにかか

わりなし両当事者が守るべき一般的な義務を定めているだけだからであるo

しかしながら，基本契約は，全体としての契約的枠組みの構造を把握するため

の有用な手がかりを与えてくれるo たとえば，それは，自動車メーカーが月々

サプライヤーに渡す月間生産予定表が，いったんサプライヤーが同意したあと

では個別契約とみなされるべきことを，条文の中に含んでいる。さらに，基本

契約の中には，いわゆる「かんばん」とは，サプライヤーが「かんばん」シス

テムの導入に同意した場合に，中核企業が上記の月間生産予定表に付加できる

微調整であることが述べられている。また，価格再交渉の機会が定期的に一一

通常は年2回 6か月間隔で一一設けられることも述べられている。

しかし，基本契約には，最初の価格がいつ定められるかということは書かれ

ていなし、。また，各サプライヤーからの納入が， どれだけの期間続くものと想

定されているかということも，基本契約の文面を見ていただけでは，わからな

い。こうしたことがらを知るためには，実際の慣行を観察する必要があるo そ

して，慣行を観察するに当たっては，自動車の各モテ、ルのライフサイクルに焦

点を据えることが必要である。

乗用車についていうと，モデ、ルチェンジについての近年の慣行は 4年に一

度フノレ・モテ、ノレチェンジを行い，その中間時点にマイナー・モデ、ノレチェンジを

行なうというものであるo モテソレチェンジに先立つて，開発期間がある。新し

いモデルの各部品の仕様とサプライヤーは，この期間中に定まり，そして部品

の価格もまた，この期間中に定まるのであるo サプライヤーが，新しいモデ、ル

の量産準備の段階で，なんらかの部品の発注を受ければ，そのサプライヤーは，

問題の部品がマイナー・モデノレチェンジの時に変わる種類のものであれば2年

間，フル・モテソレチェ γジの時にしか変わらないものであれば4年間，その部
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品の納入を続けるのが，正常なパターンとなっているo

いま 2年ないし 4年間，中核企業はサプライヤーの切り替えを行なわない

という意味のことを述べた。この「ノンスイッチング」の慣行と， いわゆる

「複社発注政策」一一ーその意味は， これから述べる一ーとの関係を正確に理解

しておくことは，決定的な重要性を持つ。まず最初に，ヘッド・ランプ，ブレ

ーキ，ステアリング・コラムといった普通名詞によって代表される大ぐくりの

部品の集まりを頭に思い浮かべ，この集まりの一つ一つを部品の「種類(kind)J

とよぶことにしよう o このレベルで見ると，中核企業は，部品の各種類につい

て二つ以上の一一典型的には二つないし三つの一一サプライヤーを確保し，そ

れらを並行して保持しておこうとするo この二つないし三つのサプライヤーの

中の一つが，中核企業自身の内部にある部品製作事業所であることもある。こ

の政策が， しばしば「複社発注政策」とよばれるものであるが，それは，二つ

の目的を持っているo 一つは， どれか一つの供給源からの納入が事故のために

突然停止した場合に備えて，できるだけ速やかに代わりの納入を行なう能力を

持った供給源を確保しておくことであるo もう一つは，サプライヤーに競争の

圧力を加えることによって，価格と品質の両面で，独占状態の場合に期待され

うるよりも大きな協力的態度をサプライヤーから引き出すことである D さて，

次ぎに， コロナの現行モデ、ノレのために設計されたヘッド・ランプ，アコードの

現行モデ、ノレに採用されたブレーキ，カペラの現行モデルに組み込まれているス

テアリング・コラムといった特定の部品に目を転じよう D こうしたレベルで、識

別される部品の集まりを，部品の「副次的種類 (subkind)Jとよぶことにするo

中核企業のそれぞれについて，一つの副次的種類に属する部品の供給責任は単

一のサプライヤーに割り当てるという顕著な傾向が存在しているo この慣行を

成立させている一つの重要な理由は，同じ種類の専用金型や専用治具に二重投

資が行なわれることになるのを避けるところにあると思われる。なぜ、なら，浅

沼が論文 (1984b)で報告しているように，専用性を持つ金型・治具・設備な

どのために投下される資金は，例中核企業が一時払いで支払う，または仔)部品
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の単価に償却費を含めることによりサプライヤーが徐々に回収できるようにし，

量産打ち切り時点で償却不足が生じた場合には中核企業が残額を補償する，以

上の二つの方法のどちらかを通じて，中核企業が結局は負担しなければならな

いことになるからである九 しかしながら，その根底にある理由がなんであれ，

こうした慣行がいったん成立すれば，結果として，各サプライヤーの地位は，

所与のモデ、ノレの存続期間のあいだ安定することになる。

この結果，自動車産業での数量調整は，次のような仕方で行なわれる。サプ

ライヤーが中核企業からつぎの 1か月の聞に納入するよう求められる所与の部

品の数量は，月ごとに変動する D しかしながら，この変動は，問題の部品が組

み込まれるモデ、ルの車の需要の変動に正確に比例して起こる。中核企業と，そ

れが生産している特定モテ、ルに対するサプライヤーは，そのモデ、ノレが量産対象

として存続するかぎり，そのモテ、ノレに対する需要の浮沈の効果を，ともに分か

ち合う o 他方，所与のモデ、ルの量産期間が終了を迎えるときには，その銘柄の

車の現行モテ、ルになんらかの部品を供給してきた企業が，次期モデルについて

も同じ種類の部品の注文を受けることができるという保証はない。その種類の

部品を供給できる一般的能力を持っている複数のサプライヤーの間で，競争が

再開されるo 自動車産業の場合には，この競争は，大部分，すでにその種類の

部品をその中核企業に納入してきている少数の企業の範囲に限定されている。

中核企業がこれらサプライヤーに対して行なっている評定，これらサプライヤ

一間にどのように発注シェアを割り振るかについて中核企業が定めている政策

および，新しい部品のサプライヤーの候補となっている企業のおのおのが提出

する提案に対する評価。これらの要因にもとづいて，中核企業は，各部品につ

き，適当なサプライヤーを一つ(ないし場合によっては複数〉選定する。

1) ある副次的種類を構成している部品に対する需要が十分大きいときには，この単一の副次的種

類に属する部品の発注が二つ以上のサフ。ライヤーに対して行なわれる場合がある。しかしながら，

そのような場合にも，普通，中核企業は，その部品の供給に関する各サプライヤーの相対的地位

を，同ーのモテ、ルの存続期間の聞は安定化させるようななんらかの措置をとる。各サプライヤー

に，毎月変動しながら続いて行く総需要の，ある固定比率を割り当てるというやりかたが，その

一例である。
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この点に関連して，典型的な中核企業はいくつかの銘柄の車を同時並行的に

製造していること，かつまた，それら銘柄の中から毎年モデルチェンジされる

ものが出るよう，タイミ γグをずらせながらモデルチェ γジを行なっているこ

とに留意すべきであるo その結果，各新部品の潜在的なサプライヤー聞の競争

は，中核企業がサプライヤーたちから自分にとって好都合な取引条件を引き出

す手段として，相当にlよく機能してきたように思われるo

しかしながら，同時に，各中核企業に対するサプライヤ一群が構成している

集合のメンバーが，数において相対的に少数であり，また時間を通してメンバ

ーの同一性が保たれている程度という点から見て相対的に安定的であることが，

日本の自動車産業が持つ一つの注目すべき面であるように思われるo たとえば，

1984年現在， トヨタ自動車株式会社に対する部品のサプライヤーが組織してい

る会である協豊会のメンバー企業の数は， 171社であった。この171社のうち，

153社は， 1973年以来の11年間を通じて， ずっと， この会のメンバーであった。

同じ期間のあいだに，この会から退出した企業の数はわずか3社であり，他方，

新しく参入した企業の数は21社であったへ

典型的な中核企業が，社外から購入する部品を，このような会一一通常「協

力会」とよばれているーーのメンバーとなっている企業からのみ購入している

と考えたとしたら，それは事実に反しているo たとえば， 1983年現在，日産自

動車株式会社は，社外から購入する部品の10パーセント〈金額ベース〉を，協

力会のメンバーでない企業から購入していた。とはいえやはり，こうした数字

から，自動車産業の場合には，社外から取得される部品のうち支配的な割合を

占める部分が，中核企業が長期的関係を保っている企業から購入されているこ

とを見ることができるo

事実の問題として，所与の中核企業との聞に長期的関係を確立したサプライ

ヤーたちは，一般に，持続的に注文を得ることに成功してきた。この事実は，

サプライヤーたちの聞に， r自分たちはこの中核企業と運命をともにしてい

2) 塩見 (1985)，97-98ページを見よ。
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る」という感情を養うのに寄与してきたo かれらは中核企業から評定を受けな

ければならないし，また取引条件について中核企業と定期的に再交渉を行なわ

なければならないという事実があるにもかかわらず，そうした感d情が養われた

のである。

2. 電気・電子機器産業

自動車産業の中の典型的な中核企業は，本質的に，ただ 1種類の最終生産物

一一つまり自動車一ーを生産している。それは典型的な量産の方法により連続

的に生産されているo また技術に関していえば，相対的に成熟した段階にある

生産物である D これと対照的に，電気・電子機器産業の中の典型的な中核企業

は，典型的な生産規模一一それは，さらに，入ってくる需要の量と時間的パタ

ーンによって規定されているのだが一一に関しでも，まだ技術的成熟度に関し

ても，きわめて多岐にわたる多くの種類の最終生産物を生産しているヘ どち

らの産業をとっても，その中の典型的な中核企業は，その企業が供給している

最終生産物を製造する多数の事業所を同時並行的に運営しているo しかし，電

気・電子機器産業の一つの特徴は，それら事業所のおのおのが，その企業が供

給している最終生産物全体の中のなんらかの部分集合に特化していて，その部

分集合は，典型的な生産規模と技術的成熟度の上で，同じ会社の中の他の諸事

業所が所管しているものと，かなり異なっていることである。一つの事業所の

中で扱われている複数の製品ラインは，核にある技術の観点から見ると，相互

になんらかの関連性があるのが普通であるo しかし，それでもなお，典型的な

3) r技術的成熟度」とは， r技術的未成熟度」の逆数である。「技術的未成熟度」とは， r問題の

最終生産物のカギとなる機能および部品が，技術的観点から見て，相対的に流動的な状態にある

程度」を指すものとする。例を挙げて説明しておこう。日本語を扱える最初のワード・プロセッ

サーが1978年に出現して以来，注目すべきほど短い期間のうちに，次々と，代を追うにしたがっ

て小型化し， しかもいっそう精搬な機能が付け加わったモデルが出てきた。これは主としてLS
I技術の急速な進歩によるものであり，コストと価格との急激な低下を伴っていた。さらに，コ

ストと価格とのこの急激な低下は，市場の急速な拡大を加速した。いま述べた事実は，過去十年

の間，日本語ワード・プロセッサーという最終生産物が，上に定義した意味で「技術的に未成

熟」な状態にあったことを意味する。
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表1 調査のため訪問した事業所の諸特性

事業所を表わす 製品の技術
生産規模

コード・ネーム 的成熟性

X (a)電子レンジ 高い 大

(b)洗濯機 非常に高い 大

(c)電子炊飯器 高い 大

Y (a)普通紙複写機 低い 大

(b)現金自動支払い機その他の省力機器 低い

(c)メーターおよびコンプレッサー 非常に高い 非常に大

Z (a)制御用機器 高い いどちえばら小かと

(b)自動医療診断機器 非常に低い

(c)電子顕微鏡 低い 非常に小

生産規模と技術的成熟度から見ると多岐にわたっている D この産業が持つこれ

らの特質が，メーカーとサプライヤーとの間の関係にどのように影響するかを

調べるため，私は，三つの異なった事業所を訪問した。それら事業所の諸特徴

は，表1に示されているo これからあと，この産業の契約的枠組みを調べ，自

動車産業の場合と比較することにしよう o

自動車産業と同様，電気・電子機器産業でも， r基本契約」が用いられ，そ

れが頻発的なタイプの取引を制御している契約的枠組みの礎石となっている。

しかしながら，この産業の諸特徴を反映して，二つの微妙な違いが表われる。

第 1に，この契約の買い手側の当事者となっているのは，中核企業の各事業所

であるo いくつかの基本的な原料と，同じ会社の中のいくつもの事業所に共通

して使われる限られた数の部品については，本社の資材部門が，関係する全事

業所に代わり購買業務を行なっている。これに加えて，本社の資材部門は，全

社の基本的な購買方針を設定し，全事業所の購買活動を監督している。しかし

ながら，購買活動の詳細を知るためには，事業所のレベルで、観察を行なわなけ

ればな白ない。第2に，この産業で使われている典型的な基本契約は，取引対

象が2ないし 4年もの長い期間にわたって連続的に取引されるとは想定してい
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ない。したがって，自動車産業のように「月間生産予定表」ではなく「注文書」

が，サプライヤーが同意を与えた場合に個別契約とみなされるべきものとなるo

また，基本契約は，価格調整が行なわれる頻度に関する条文を含んでいない。

ζれらの点を念頭に置いた上で，次に実際の慣行を観察しよう。

最初に，所与のモテ、ノレの存続期間の典型的な長さを示しておこう D 電子炊飯

器の場合，標準的な長さは 2年であるo 新モテ、ルが導入されてから 1年後に，

マイナー・モデ、ノレチェンジが行なわれる。 x事業所で製造されている他の家庭

電化製品も， これと同様のサイクルを持っているが，電子レンジは，モデ、ノレの

存続期間が僅か 1年でしかない。普通紙複写機のような事務用電子機器は，大

部分の家庭電化製品よりも，モデ、ノレの存続期間が短い。これは，普通紙複写機

の場合でいうと， 20社に近いメーカーが市場シェアをめぐって激烈な競争を行

なっているためである。この競争は，価格レンジの両端で特に激しい。低価格

側の端にあるモデ、ルも，高価格側の端にあるそデ、ノレも 1年と保たない。中間

の価格域を占める諸モテ、ルの存続期間は 1年をやや上回る程度である。工場

ないし家庭で使われる制御機器や計測機器は，比較的モデルの存続期間が長い。

中には， 10年から20年もの長さに達するものもある D しかしながら，事務所な

いし研究所で使われるプロッターのような機器となると，ずっと短くなり，約

1年である。このように，所与のモデノレの存続期間の長さは，その製品および

市場の性質によって，さまざまである D

電子炊飯器，複写機，メーター，およびコンプレッサーのような量産されて

いる製品のための部品についてみると，その数量調整のメカニズムは，自動車

産業で見いだされたものと著しく似ている。いったん中核企業が所与のモデ、ノレ

に使われるある特定の部品を，あるサプライヤーに発注したあとでは，中核企

業は， このモテ、ノレの存続期間のあいだは，サプライヤーを他に切り換えること

は，めったにないへ中核企業がこのサプライヤーに発注する部品の量は月々

4) 厳密にいうと， Y事業所の購買部門のある管理者は，所与のモデルの存続期間の内部でも，サ

プライヤーに対する一種の脅しとして，サプライヤーの切り替えをほのめかすことがあるといノ
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変動するが，それは問題の部品が組み込まれている最終製品に対する需要変動

に比例して変動するだけである。

この種の部品のための価格調整のメカニズムは，これまた，自動車産業で見

いだされたものと似ているo 基本契約の条文として明示的に示されてはいない

が，この種の部品の場合には，中核企業が価格の再交渉のための機会を 6か月

ごとに設けることが，よく確立された慣行となっているo 他方， z事業所の特

徴となっているような小ロット製品については，このような定期的再交渉の慣

行は見いだされない。

モデル・チェンジが行なわれるさいには，自動車産業の場合と同様，現行モ

デノレに特定の部品を供給しているサプライヤーが，次期モデルについても同じ

種類の部品の契約をもらえるとはかぎらない。所与のモテ、ノレの存続期間の典型

的な長さは自動車産業の場合よりもずっと短いから，同じ種類の部品を提供し

うるサプライヤー聞の競争は，それだけいっそう激しい。

最後に，各中核企業に対するサプライヤ一群の構成を一瞥しておこう o まず，

この産業では契約の買い手側の当事者となるのは，基本的に，ひと組の最終生

産物を製造している個々の事業所であるということを思い出してほしい。買い

手として機能するこうした事業所を指すために，これからあと， r中核事業所」

ということばを使うことにする。各中核事業所は，それ自身のサプライヤ一群

の集合を持っている。この集合のメンバーの一部は，同じ会社の中の他の諸事

業所に対しでも同時に供給を行なっているであろうが，この事業所に対してだ

け供給を行なっているようなサプライヤーも，無視できないほどの数で存在す

る。この事実に対応して，この産業では，前に言及した協豊会のような，会社

¥、うこと，さらに，非常にまれなことではあるが，この脅しを実行に移すことさえあることを認め

ている。他方， X事業所と Z事業所の管理者たちは，そのようなモテ、ル存続期間中の切り替えは

慎むことが，確立された慣行となっていると主張している。こうして r所与のモデ、ノレの存続期

間中は，サプライヤーの切り替えが計画されることも実施されることも絶対にない」とは主張で

きない。しかしながら，私は，支配的な傾向は，その種の切り替えを慎む方向にあると判断する。

5) 技術的未成熟性と激烈な競争によって特徴づけられる若干の最終生産物に関しては，それに使

われるために納入される部品の価格が6カ月よりも短い時間間隔で改定される場合がある。
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に対するサプライヤ一群の大部分を組織する包括的な会を見いだすことがむつ

かしい。さらに，一つの注目すべき事実は，各中核事業所のレベルにおいてさ

えも p その事業所に対するサプライヤ一群の大多数をメンバーとして含んでい

るような会が組織されていないことである。

X事業所は， 1985年現在， もしこの中核事業所が6か月間にそこから 600万

円以上の買物をする企業を全部数え上げれば， 253社のサプライヤーを持って

いた。このうち， 117社が，いわゆる「下請け企業」のカテゴリーに入るタイ

プの企業であった。これら下請け企業のうち僅か60社だけが組織されて，一つ

の協同組合を作り出していた。この中核事業所は，当時， 117社の下請け企業

を，およそ半数に減らそうと計画し，その方向を追求していたo y事業所は，

1984年現在， もしこの中核事業所が部品だけでなく原材料も含め，その年にそ

こから僅かな額でも買物をした企業を全部数え上げれば， 985社のサプライヤ

ーを持っていた。この事業所の場合，サプライヤーのうち20パーセントが年々

入れ替わるのは，ごく普通のことであるo この面での変化と同時に，この事業

所は，下請け企業の中の若干数を，その事業所に対するサプライヤ一群の集合

の中から除去しようとしている o 1985年現在， z事業所には，この事業所に対

する下請け企業のための会が一つあり，また，より一般的なサプライヤーの介

めの，これとは別の会が一つあった。前者は， 1984年の 1年間にこの中核事業

所と取引のあった下請け企業をすべて会員としているわけではない。

サプライヤ一群の構成をこうして一瞥じただけで，注意されるべき点が二つ

現われてくるo 第 1に，電気・電子機器産業の中の各中核事業所に対する第 1

次層のサプライヤーのうち一部分は，その中核事業所と長期的関係を保持して

いるように思われるが，これは明らかに，第 1次層のサプライヤーの全部に対

しては当てはまらない。このことは，自動車産業の場合と比べると，顕著な相

違となっているo 第2に，サプライヤーが中核事業所に対して持つでいる関係

の長さおよび凝集性に関して見られる，いま述べた種類の異質性とオーバーラ

ップしながら， もう一つ， r下請け企業」と「一般サプライヤー」との区別と
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いう別の種類のサプライヤー聞の異質性が， 自動車産業の中でよりも容易に目

に入ってぐるo 次の第3節で，これら 2種類の異質性と，それらの聞の相互関

係を，もっと詳細に調べるo

111 サプライヤーとその中核企業との蘭係の諸類型

この節では，サプライヤーの諸類型およびサプライヤーと中核企業との聞の

関係の諸類型を系統的に識別するo まず， II節の最後のところで触れた下請け

企業と一般的サプライヤーへのサプライヤーの二分法について論じることから

出発する。この二分法は，電気・電子機器産業での購買実務で使われてきたば

かりでなく， 日本の多くの社会科学者や行政官によって使われてきた伝統的な

ものであるo しかしながら，この二分法は，部品のカスタム化が増してきたこ

とによって，とりわけ自動車産業では，やや粗すぎるものとなってしまってい

る。その要点は，この二分法が，中核企業から伝達される大まかな仕様に応じ

て，製造されるべき部品を開発するタイプのサプライヤーに，適当な位置を与

えることができないという点にあるo この観察にもとづき，私は部品とサプラ

イヤーを分類するための一つの分類方式を発展させるが，この分類方式は，古

典的二分法の自然な拡張になっている D この節の第2の課題は，サプライヤー

が，中核企業に対して持つ関係の長さと凝集性から見て， どんな異質のグノレ-

f プに分かれるかを調べ，それを第 1の種類の異質性と関係づけることである。

1.サプライヤーの古典的二分法

図1は，最近のある年度の間にY事業所で使われた部品および材料の構成と，

それら部品および材料の調達源の構成とを示している。この図の左側の列は，

なによりもまず，内外製決定の結果を示しているo 第2に，それは，外部から

買い入れられる諸品目が， r購入品」と「外注品」というこつのカテゴリーに

区分されることを示している。この分類の意味について論じることから出発し

ょう o
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この分類は，電気・電子機器

産業で広く使われてきた古典的

な二分法である。日本の下請け

関係に関する伝統的な見解も，

また公統計や行政で使われてい

る下請けの定義も，この二分法

に密接に照応しているo 図1の

「購入品」と同じものを指すた

めに公統計で使われている別の

ことばは「市販品」であるが，

このことばの方が，分類の基準

を，より明瞭に伝えてくれる D

つまり，このカテゴリーは，特

定の中核企業の意志に関係なく

一般の買い手を対象として売り

図1 部品・原材料と調達源との構成:一例

購入品 一般購入先

30.5% 26.5% 

73.5% 一般外注先
23.0% 

外注品
43.0% 優良外注先

15.0% 

関9連.0会%社

社内他 事業所 4.0%

よ
自事業所

22.5% 

に出されている財， したがって買い手の側から見ればカタログから選ぶだけで

購入することが可能な財に対応しているo これと対照的に， r外注品」とは，

特定の中核企業が提示する仕様にしたがって外部の企業が供給する財または加

工サービスを意味する。

外注品は，中核企業が与える仕様にしたがって供給される財およびサービス

全体の集合一ーその中には社内の事業所から供給される部品やサービスも含ま

れる一一の部分集合を構成している。歴史的には，上記の種類の財およびサー

ビスは，全体として，中核企業自身が，それを供給する上でカギとなる技術と

製造ノウハウとを持っている財およびサーピス，したがってまた，もし中核企

業が望むなららば社内の事業所が供給できる財およびサーピスと同じものだと

見なされてきた。経済的な理由から，中核企業は，それら財およびサービスの

全体の中の中心的な部分を内部に留め置きながら相対的に周辺的な部分を外
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部の企業に割り当ててきたのであるo

こうして，外注品ということばが「下請け企業」ということばに対応するこ

とは，自明のことのように見られてきたo 実際，図 1の右側の列を見ると，

「一般外注先」によって供給されている部分と「優良外注先」によって供給さ

れている部分との和が，ほぼ外注品の全量に見合っていることが読みとられる

が， r外注先」ということばは， 日常用語の下請け企業とほぼ同じものを指す

ために企業で使われてきたことばであるo 図1の「一般購入先」が，下請け企

業ということばが当てはまらない一般的なサプライヤーを指していること，そ

してそれらが「購入品Jを供給していることについては，疑う余地がない。し

たがって， r関連会社J，つまり中核企業がその企業の株の相当部分を保有して

いるような企業が供給している部分は，購入品と外注品の両方からなりたって

いるはずである D

読者は多分ここで，図 1の中で，一般外注先と優良外注先とが区別されてい

るのはどのような意味でか，また同じ図の中に出てくる関連会社がどのような

役割を演じているのかを知りたいと思うだろう D しかし，これらの問題はあと

まわしにして，次の小節で，いま見たばかりの財とサプライヤーとの二分法が，

はたして自動車産業でも同じように使われているかどうかを調べることにする。

2. 自動車産業の中の下請け企業

自動車産業の中では，下請け企業ということばの意味は， もっとずっと両義

的で，はっきりしないものになっている。その根底に横たわる一つの基本的な

要因は，次のような発展が起こったことであるo この産業の中の諸中核企業は，

自分自身が製造ノウハウを取得していない品目，そして外部の研究者には市販

品のカテゴリーに属すると思われてきた品目についてさえも，特注の仕様を提

示するようになり，その傾向は時とともに強まっているo したがって，いまで

は，外部の企業から供給されている部品のほとんどすべてが外注品に当たると

見なせるような状態になっている。実際，第 1次層にあるサプライヤーから供

二
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給されている品目の中から市販品のカテゴリーに入るものを見つけるのは非常

にむつかしい。

たとえそうであっても，所与の中核企業に対して外注品を供給している企業

を，すべて，その中核企業の下請け企業とよぶという用語法に固執し続けよう

と思えば，それはできる。しかし， もしそうすれば，下請け企業というカテゴ

リーの中に， 日立製作所や三菱電機のような，単に企業規模が大きいばかりで

なく，関係する部品の開発能力を顕著にそなえてもいる企業が含まれてしまう

ことになるo 下請け関係が日本で学者や行政官たちの関心を惹いてきた主要な

理由の一つは，典型的な下請け企業は小規模かつ未発達であるので中核企業に

よって搾取される危険に面しており， したがって行政当局から特別の保護を受

けるに値するかもしれないという懸念にある。それゆえ，こうした懸念に照ら

して見ると，下請け企業の慣習的な定義は，少なくとも自動車産業では，広す

ぎるものとなってしまっているように思われる。実際， 日本の主要な自動車メ

ーカーは，下請け企業ということばを使用しなくなっているo これは，少なく

とも部分的には，上に述べた状況を反映しているように思われる。

にもかかわらず，サプライヤーを大きく二つに分類するということ自体は可

能であり，問題としているサプライヤーが実施している機能にもとづいて，サ

プライヤーを次のように分けることができるo まず第 1に，自動車メーカーの

実務の上で，外部の企業から買い入れられる部品について次のような重要な二

分法が存在していることに注目しよう o それは， •• (1) 中核企業が供給する図面

にじたがって外部のサプライヤーが製造する部品と T (2) 当のサプライヤー自

身が作成し中核企業が承認する図面にしたがっで外部のサプライヤーが製造オ

る部品への二分法である。 (1)の中で出てくる図面は「貸与図 (DrawingsSup-

plied)jとよばれ， (2)の中で出てくる図面は「承認図 (DrawingsApproved) j 

とよばれているから， われわれは(1)のタイプの部品を「貸与図の部品 (DS

parts) j， (2)の:タイプの部品を「承認図の部品 (DAparts)jとよぶことにしよ

うo 第2に，部品のカテゴリーに関するこの区分をサプライヤーのカテズリー
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区分に持ち込んで，主として貸与図の部品を供給しているサプライヤーを「貸

与図のサプライヤー (DSsuppliers) J，主として承認図の部品を供給している

サプライヤーを「承認図のサプライヤー (DAsuppliers) Jとよぶことにしよ

うo 貸与図のサプライヤーは基本的に，取引される部品に関する製造能力だけ

を提供しているのに対して，承認図のサプライヤーは製品開発能力をも提供し

ていることに注意してほしい。

日本の主要な自動車メーカーは，前に触れたように，下請け企業ということ

ばを社内用語から除去したのであるが，かれらの間に次の点について顕著な意

見の一致が見られることも，また事実である D それは，もし外部の研究者たち

がどうしても下請け企業ということばを使いたいというのであれば，そのこと

ばを，上に定義した意味での貸与図のサプライヤーを指すように使うのが， も

っとも正確な用語法であろうという点であるへ ここで次に述べることも，つ

け加えておくべきであろう。それは，貸与図の部品の供給という概念は， もっ

とも単純な方の極においては，買い手が与える詳細な指示にしたがって行なわ

れるサブアッセンプリーや機械加工のような，加工サーピスの供給と合わさっ

て一つになるということである。これらのことがらを考慮に入れ，私は下請け

企業という用語を，上記のような加工サービスのサプライヤーを含む広い意味

での貸与図のサプライヤーと同義に使うよう提案する。

さて，以上の準備により，いまや次のことが明瞭に見て取れるはずであるo

それは，下請け企業ということばの慣習的な用語法を両義的で不明確なものに

し，かっ一般サプライヤーと下請け企業への二分法を自動車産業では使われな

いものとしてしまった原動力は，承認図の部品が，貸与図の部品と比べても，

また市販の部品と比べても，非常に大きな比率を占めるようになった事実にあ

るということであるo

6) たとえは機械振興協会経済研究所 (1975)の末尾に，表4-A-3として付けられているリ

ストを参照せよ。このリスト比日本の主要自動車メーカー各社に， r下請けJ，r購買J，および

「生産委託」という三つの用語を，それぞれ，どのような基準で使い分けているかを尋ねたアン

ケート調査への回答を，一覧表の形で示している。

「
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3.部品とサプライヤーを分類する一つの方式

1と2の二つの小節で行なった観察を統合し，部品とそのサプライヤーとを

分類するための，電気・電子機器産業と自動車産業の双方に適用可能な共通の

方式を作り出す手だてを，ここで考えることにしよう o

最初に 2の小節で導入した貸与図の部品および承認図の部品という概念が

電気・電子機器産業でも適切に使えるものであるかどうかを調べる。電気・電

子機器産業の中の諸中核企業の購買管理者たちが頭の中に置いている下請け企

業の概念が，事実上，私が上の小節で提案した定義と異ならないことは，容易

に確かめることができるo このことからして，次のような推論を導ける。それ

は，この産業で，いまだに古典的二分法が使用されている理由は，市販品タイ

プの部品との比較で見て承認図の部品が使われる程度が，自動車産業の場合よ

りも小さいことにあるにちがいないということである。実際，自動車産業の場

合と対照的にこの産業の中にある諸中核事業所は，スイッチ， コネクター，

コγデンサー，抵抗，ケーブル，モーター，メモリー IC等の，標準的な仕様

にしたがって作られた市販品タイプの部品を，多数購入している。しかしなが

ら，これら中核事業所の購買管理者たちは，現在，かつては明瞭であった外注

品と市販品の間の境界線が，時の経つにしたがってP ぼやけて行く傾向にある

ことを感知しつつあるo このことの基礎にあるのは，承認図の部品が，最終生

産物の改善のためにそれが演じる役割の上でも，また買い入れられる中間生産

物の全金額の中でそれが占める比率の上でも，無視できない地位を占めるに至

っていることである。そのような承認図の部品の，だれが見ても明らかな一つ

の例は，カスタム ICである。こうして，われわれは，貸与図の部品および承

認図の部品の概念が，双方の産業に適切な関連性を持つことを確認できるo

中核企業が市販品タイプの部品を買うことがほとんどない自動車産業と対照

的に，電気・電子機器産業の中の中核事業所は，メモリー lCのような市販品

タイプの部品と，カスタム ICのような承認図の部品の双方を，しばしば同一

の企業から，購入するo したがって，市販品タイプの部品と承認図の部品との
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区別はいつでも明確につけることができるが，ある企業が一般サプライヤーの

カテゴリーに属するか，それとも承認図のサプライヤーのカテゴリーに属する

のかは，容易に識別できないことが多い。また，この点に関して，各サプライ

ヤーがまるで一枚岩のような組成を持っているかのように考える必要もなかろ

うo 両方のタイプの部品を供給しているサプライヤーは，問題にしている特定

の中核事業所に対してそれが現に市販品を供給しつつある程度に応じて，その

事業所に対する一般サプライヤーとして機能しており，また同時に，この企業

が同じ中核事業所に承認図の部品を供給じている特定の領域において承認図の

サプライヤーとして機能しているとみなす方が，より意義のある見方であると

思われるo 私は，これからあと，いま述べたような仕方で，部品のタイプ分け

に関する枠組みの方を基礎に置き，それをサプライヤーのタイプ分けに関する

議論に移行させることにする。

ミ歴史的進化の視点から見れば，承認図の部品は，市販品タイプの部品を起源

として，その発展として生じるものと，貸与図の部品を起源として，その発展

として生じるもの，主に，この二つの方向から生まれてくる D 進化の一つのノレ

ートは，次のようなものであるo ある所与の中核企業が製造する最終生産物に

対する需要が増して大きな量に成長するとともに，問題の生産物に組み込むた

め，この中核企業が，ある所与のサプライヤーに発注できる特定の部品の量も

大きぐなる。このとき，この中核企業が，そのサプライヤーに，従来その産業

の中めすべての買い手側企業に共通であった部品仕様の上に，この中核企業が

感知しているなんらかの特定のニーズに対応してi特別な部分的変更を加えて

くれるよう要求することが，従来よりも容易になる。その一つの理由は，購入

量が前より大きくなるためp カスタム化を実施するために特定の投資を行なっ

ても，引き合うようになることである D これに加えて，そのような大きな量が

』成立している状況の下では，その中核企業がサプライヤーに対して， r自分が

ー求めているようなカスタム化を行なってくれれば，さらに需要を押し上げる効

果があるはずだj ということを説得するのが，いつ~そう容易になるo もし，そ
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のサプライヤーが，そのような部分的変更を加えた部品を生産することに同意

するならば，そのとき，ある市販品タイプの部品からの派生物として，一つの

承認図の部品が現われるo

白もう一つの進化のルートは，次のようなものであるo 発展の初期には，中核

企業は下請け企業から，比較的単純な部品ないじ簡単な加工サーピスを買い入

れる傾向がある D しかしながら，時が勾経つとともに，中核企業はがすでに試し

てみたサプライヤーの中から相対的に質の良い企業をいくつか選び，これら選

ばれたサプライヤーに， しだいにアセンブリーの度合の進んだ形態で部品を供

給させるo この過程で，中核企業は，そのようにアセンブリーの度合の進んだ

部品の開発段階のかなりの部分を，それに関係するサプライヤーに委託するよ

うになることがあるo これによって， もし自分で開発を全面的にやるとすれば

掛かつてくるはずの技術スタッフの工数を節減できるからであるo そのような

部品の図面が，中核企業が出す仕様に依然としてもとづきながら，関係するサ

プライヤーによって全面的に書かれるようになるとき，貸与図の部品いくつか

を起源として，承認図の部品 1点が出現することになるo

ここで，次のことを注意しておく必要がある。それは，燃料噴射電子制御シ

只テムとか光ファイバー・ワイヤーハーネスのような，若干の技術的に高度の

部品が，いずれかの中核企業一一普通はその産業をリードしている中核企業

ーーと，その企業のサプライヤーの中のいずれか選ばれた企業とが共同で行な

う研究開発の結果として，はじめから承認図の部品として出現し，次いで，同

じ種類の部品が産業全体に普及して行くという場合が存在していることであるo

このような場合には，進化の順序は， r新たに創出された承認図の部品」から，

「より市販品に近い承認図の部品」へという順序になるo しかしながら，いっ

たんその部品の標準的な諸要素が識別され確定されれば，それからあとは，市

販品タイプの部品からのカスタムイ七のルートに関する前述の議論は，いま述べ

たような部品についても，近似的には，同じように当てはまる。それゆえ，承

認図の部品というカテゴリーを，市販品タイプの部品と貸与図の部品の中間領
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域に割り当てることが自然であるように思われる。

「準承認図部品 (quasiDA parts)J と特徴づけることが適切であるような

部品がいくつか存在するo そうした部品については，中核企業は粗い図面だけ

を提供し，詳細図面の完成は，関係するサプライヤーに委託する。したがって，

これらの部品は，貸与図の部品の基本性格をとどめてはいるが，承認図の部品

の若干の要素をも持っているのであるo 同様に，われわれは承認図の部品の中

にも，いくつかのサブカテゴリーを区分することができるo 問題にしている特

定の中核企業が，関係するサプライヤーに詳細な技術的指示を与える程度から

見て，承認図の部品の中には，相対的に貸与図の部品に近いものもあれば，市

販品に近いものもある。

これらの観察にもとづき，私は表2に示されるような部品とサプライヤーの

分類方式を提案する。この分類のための基本的な基準は，ある所与のカテゴリ

ーの部品の典型的なサプライヤーが，所与の中核企業に対して，開発段階と製

造段階で発揮しうるイニシャティヴの程度である。よび名を簡潔にするために，

この変数を今後， r技術的主導性の程度」とよぶことにするが，これを表2の

水平軸に沿って測る。この軸の最左端は，開発段階と製造段階の双方において，

サプライヤーが非常に受け身の役割しか発揮じえない状況に対応している。軸

を右方に進むほど，開発段階も製造段階ふ中核企業から見て，ますますブラ

ックボックスの要素を含むようになるo この軸上に，私は Iから四まで 7個

のカテゴリーを区分するo 私が定義した意味での下請け企業，つまり貸与図の

サプライヤーは，カテゴリ -1からEまでの広がりを持って存在するo 1とE

とは従来の文献でも認識されていたが， m，つまり「準承認図部品」は，従来

の文献では識別されていなかった。承認図の部品は，カテゴリーIVからVIまで

の広がりを持って存在する。古典的二分法は 1とn，およびVIIにスポットラ

イトを当てていたが，産業の現実の発展の中では， mからVIまでの諸領域が伸

びつつあるのであるo こうして，私の分類方式は，古典的二分法を，これまで

見過ごされてきたが重要性を増しつつあるサプカテゴリーをいくつか導入する
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表2 部品およびサプライヤーの分類

カ 買手の提示する仕様に応じ作られる部品(カスタム部品〉
市タ販部イ品プア

ゴ 貸与図の部品 承認図の部品 の品
リ

I E 直 lV V VI vn 

分 買手企業 供給側が

面買そはにを手概委りを給企略渡完託業成側す図L.， 

買手企業 lVとVIと 買手企業は

提買はカ手売供タ企手すロ業。るグ
類

が工程に 貸与図を は工程に の中間領 工程につい

ついても 基礎に工 ついて相 域 て限られた
基

詳細に指 程を決め 当な知識 知識しか持 選。入中んすかでる購ら
準 示する る る を持つ たない

サブアセ 小物プレ 内装用プ 座席 ブレーキ，

重テラ量ジP射オ-問燃例目 ンブリー ス部品 ラスチッ
ベアリン
グ，タイ

ク部品 ヤ

ことによって，自然なやり方で拡張したものといえるo

表 2の中の部品の例は，自動車産業からとられているo これら部品のそれぞ

れを， どれか一つの列に割り当てているが，この割当は，いくつもの中核企業

にわたって実施した管理者たちからのヒアリングにもとづき，例示の目的で行

なったものであるo おもしろいことに，現実の割当は，中核企業によって異な

っている場合があるo その相違は，個々の中核企業が特定の購入品目に関して

蓄積した技術上の専門知識および熟達の程度の差を反映しているo たとえば，

産業の主導的地位を占めている中核企業は，スターターモーターとかパッテリ

ーのような品目を，表2の中の承認図の部品のサプカテゴリーのうち比較的左

方にあるもの，たとえばNとかVとかに，位置づける傾向があるo 他方， もっ

と下位の中核企業は，同じ品目を， もっと右方，たとえばVIの中にあるが四に

非常に近い位置に位置づける傾向がある D

いま述べたことは，同時に，次のことをインプリケーションとして含んでい

るo すなわち， もし，ある特定の中核企業が，集中的な投資にもとづいて，あ

る所与の品目に関し，またその品目のサプライヤーたちが現在持っている技術

の状態との関連で見てp 従来よりも高い技術上の専門知識および熟達を達成す
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るならば，この中核企業によるこの品目の位置づけには，左方へのシフトが起

こり，逆にサプライヤーたちに比べておくれをとれば，右方へのシフトが起こ

る。このようにして，表2によって与えられでいる分類方式は，所与の時点で

のクロスセクション(横断面〉を示すだけでなく，両当事者がそれぞれ行なっ

た動きのネットの結果として，ある時間が経つ聞に起こる変化を表現するのに

も使える。

4. 関係の存続期間と凝集性

われわれは，前に，サプライヤーの間には，個々のサプライヤーが中核企業

との聞に持つ関係の存続期間と凝集性に関して，異質性があることに注意を払

った。この異質性を，上の小節で扱ったもう一つ別の異質性，つまり中核企業

に対して発揮しうる技術的主導性の程度から見て識別される諸カテゴリーと，

どう関係づけることができるかを，調べることにしよう。

最初に，図 1で行なわれている一般外注先と優良外注先との区別の意味を調

べる。 Y事業所は，その外注先企業(つまり貸与図部品と承認図部品の発注

先〉に対して，パフォーマンスと潜在的能力という二つの基準から査定を行な

い，その査定にもとづ、いて，それら企業を， A， B， C，およびDの四つのラ

ンクに分類しているo 優良外注先は， Aランクと Bランクの外注先企業からな

り，一般外注先は，その残り，つまり CランクとDランクの外注先企業からな

っているo 中核事業所は，関係を発展させようとする努力を，選択的な仕方で

行なうム優良外注先は，中核事業所が，繰り返し再評価を行なうという条件っ

きではあるが，密接で長期的な関係を築き上げようと努力するにふさわしい相

手であると位置づけられる。 Aランクの企業は，みずからの評判を打ち立てる

のにもっとも成功を収めた企業であり p 中核事業所は，それら企業については，

ある程度の比率の株を持とうとすることが多い。 Bランクの企業は， もしそれ

が中核事業所からのコメ γ トに反応して，かなりの改善をなしとげるならば，

しかるべき時点でAに分類し直してもらえる可能性があるo Lかし， もしそれ
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が適切な方向で反応できないという状況が続けば， cランクに落とされる可能

性もあるo Dランクの企業は，. r改善の見込みなし」と最終的に判定されるに

至った企業であり，中核事業所は，このランクに分類された企業とは，適当な

時点、で関係を打ち切ることを望む。 cランクの企業も， Bランクの企業と同様，

そのパフォーマンスしだいで， Bランクに上昇する可能性もあれば， Dランク

に下降する可能性もある。

注意すべき一つの興味深い点は，中核事業所がCランクの企業を，それ自体

としてどのように扱うかという問題であるo 中核事業所は，時が経つにつれて

一般外注先への発注比率を減らして行き，その犠牲において優良外注先への発

注比率を増やそうと計画している。また，これと同時に， Dランクの企業を第

1次層から除いて行こうとしている。しかし，中核事業所は， cランクの企業

が第1次層に皆無になってしまうような状態は予期していなし、。中核事業所の

管理者たちは，短期間のうちに第1次層を完全にAラYクの企業と Bランクの

企業だけから構成されるように改編することは困難だと感じているo のみなら

ず，かれらは，中核事業所にとって， cランクの企業の少なくとも一部を，能

力バッファー (capacitybuffer) として第 1次層にとどめておくことが必要で

あると感じでさえいるo 能力バッファーとは，とつぜん需要がふくれあがって，

中核事業所およびもっとランクの高い外注先が持っている生産能力では対応で

きなくなったような場合にのみ一ーしたがって， どちらかといえば間欠的にの

み一一，そこへ注文を出す外注先として想定されているような企業のことであ

るo

ここまでのところ，私はY事業所での慣行を述べてきた。しかし， X事業所

やZ事業所でも類似の慣行が見いだされるo 興味深いことに，能力バッファー

として利用されるべき企業を保持Lておくことの必要性は， Y事業所と Z事業

所で，より強く表明されているo 他方，自動車産業の中の主要中核企業の購買

管理者たちは， .異口同音に，能力/ミッファーとじて利用されるタイプの企業を

第 1次層にとどめておく電気・電子機器産業での慣行のことを聞くと，かれら
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の耳には，やや奇異に響くと主張しているo かれらの観点からすると，いった

んサプライヤーを第 1次層に加えたからには，そのサプライヤーに対する評定

が非常に低くなって第 1次層から完全に除いてしまうことが必要にならない限

り，多かれ少なかれ連続的に仕事を与え続けるべきだということになるのであ

るD

これらの観察から，若干の一般化を抽出できるように思われる O 近年しだい

に批判を浴びるようになってきているものの，従来， 日本での下請け関係につ

いて，次のような通念が形成されていた。それは r日本の企業が部品製作そ

の他を広範に下請けに出す主な理由は，下請け企業を能力バッファーとして利

用するためである。」というものである。 日本での企業間関係については， こ

の論文の冒頭で挙げた「日本の企業は家族に似たグループを形成し，そのメン

バー間で絶えざる取引関係を保つ傾向がある。J というもう一つの通念があり，

これら二つの通念は，相互にうまく噛み合っていないところがあるが，これら

二つの通念に対応する現実の諸側面の聞の構造的な関係は明らかにされていな

かった。しかしながら，私は，次の二つの命題を提出するo

命題1.中核企業は，サプライヤーに対して，絶えず評定を行なっている。

この評定の累積的な結果としてAランクに格付けされたサプライヤーおよ

びBランクに格付けされたサプライヤーとは，中核企業は可能な限り連続

的に取引関係を保とうとし， Dランクに格付けされたサプライヤーとは，

関係を打ち切ろうとする。 Cランクに格付けされたサフ。ライヤーは，限界

サプライヤーとして扱われるo

命題2. ある中核企業または中核事業所を特徴づけている最終生産物に対す

る需要が，時間的なパターンで見て，間欠的であり不均整である度合が大

きければ大きいほど，この企業または事業所にとって，限界サプライヤー

を能力バッファーとして第 1次層にとどめておく必要性が大きい。

ここで，中核企業によるサプライヤーのランキングのシステムが，表2で提

示した諸カテゴリーとどのように関係づけられるかを考察しよう o 原則的には，

「
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上に述べたような種類の評定のシステムは，問題のサプライヤーがどのカテゴ

ーリに属するものであるかに関わりなし中核企業によって適用されるもので

あるo しかしながら承認図の部品が現われる歴史的進化の諸ルートに関して

3の小節で行なった簡潔な記述は， 次のようなこ通りの因果関係を指し示し

ているo 第 1に，ある所与の下請け企業が受ける評定点が高ければ高いほど，

この下請け企業が次のラウ γ ドで，従来の諸ラウンドよりも大きな技術的能力

を必要とする部品の発注を受ける確率が高い。第2に，市販品タイプの部品を

供給しているある所与のサプライヤーが受ける評定点が高ければ高いほど，こ

のサプライヤーが次のラウ Y ドで，従来の諸ラウンドで納入したタイプの部品

から派生する承認図の部品の発注を受ける確率が高い。これらの因果関係にも

とづき，次の推論が成り立つ。それは，表2の諸カテゴリーのうち 1，n， 

およびVIIの諸領域に比べ， mからVIに至る諸領域のそれぞれには，高いランク

に格付けられている企業が，より高い密度で分布しているということであるo

この推論を命題 1と組合せることにより，私は次の命題を提出する D

命題3.表2の中の 1，n，およびVIIの諸領域に比べ，ある所与の中核企業

と長期的関係にあるサプライヤーは， mからVIに至る諸領域に，より高い

密度で分布しているo

IV 中核企業とサフ。ライヤーの聞の相互作用

所与の中核企業と長期的関係を保っているサプライヤーは，カスタム部品が

取引されている表2の中のEからVIに至る諸領域に，より高い密度で見いださ

れるはずであることを示した。さらに，そのような長期的関係に入りこみ，か

っそれを保つためには，関連のサプライヤーは，ある時点で，その中核企業か

ら高い評定点を獲得し，また，それ以後も持続的に，高い評定点を維持しなけ

ればならないことを示した。この一対の検出された事実は，次の間いをよび起

こす。それは， rサプライヤーがカスタム部品のサプライヤーとしてすぐれて

いるという認定を獲得するためには， どのような種類の具体的能力を持つこと
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が必要とされるか」という聞いであるo この間いに答えるために，.この節では，

所与の中核企業と，それに対するサプライヤーの間に，最終生産物の所与のモ

デルの存続期間の内部において，また，その存続期間を越えて，典型的に， ど

のような相互作用が起こるかを調べる。 (1)市販品タイプの部品のサプライヤー，

(2)貸与図の部品のサプライヤおよび(3)承認図の部品のサプライヤこの

三つを別々に，この順序で論じることにしよう o これらカテゴリーのおのおの

について，次の二つの種類の相互作用を，互いに関連づけながら調べるo 一つ

は，部品の開発，製造，および納入に関する実物的領域の中で起こる相互作用

である。もう一つは，価格領域の中で起こる相互作用，つまり価格交渉であるo

これら相互作用を調べると，なにが所与のサプライヤーの関係特殊的技能を構

成するか，またそれが技術的能力といかに関係するかが明らかになる。

1.市販品タイプの部品のサプライヤー

ある一定の期間にわたり連続的に納入されるべき品目に関して，すぐれたサ

プライヤーであるという認定を獲得するだめには，このカテゴリ-~乙属するサ

プライヤーでさえも，通常のミクロ経済理論の教科書の中では明示的に扱われ

ていない次の二つの属性を持っていることをパフォーマンスにおいて立証する

ことが要求される。それは，品質保証に関する高い信頼性と，納期厳守に関す

る高い信頼性である。(ちなみに後者は，サプライヤーが中核企業の生産の進

行に合わせ絶えず出荷に微調整を加えることを要求するかもしれない。〉 この

意味で，このカテゴリーに属するサプライヤーでさえも，関係を維持するため

に必要とされるある種の技能を発展させなければならない。しかしながら，他

の二つのカテゴリーのサプライヤーに比べると，サプライヤーの開発過程なら

びに製造過程に関係する相互作用は少なししたがってまた，中核企業は，こ

れらの過程について比較的知るところが少ない。

ここで次のこと民注意しておく必要があるo それは， 日本の中核企業は，各

サプライヤーが，一定期間の聞に，原価削減の努力にもとづいて，ある目標の

「
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パーセンテージだけの価格引き下げを達成する力を持っていると期待する傾向

があることである。しかしながら，このカテゴリーに属するサプライヤーの場

合には，各サプライヤーが原価削減を達成するプロセスは，中核企業にとって

大部分ブラックボックスにとどまる。中核企業は，サプライヤーが価格の次元

でどの程度に協力的であるかを測るには，単に価格それ自身を見守るしかすべ

がない。そして，妥当と思われる価格を確保するために中核企業が動員しうる

唯一の武器は，同一の品目を供給しうるサプライヤーたちの聞の競争に依拠す

ることであるo 同一の品目の供給をめぐって所与のサプライヤーと潜在的競争

関係に立つサプライヤーの数は，独占の場合の「ゼロ」から，競争的市場の場

合の「非常な多数」まで，さまざまなケースにわたっているo

2. 貸与図の部品のサプライヤー

品質と納期に関する信頼性は，貸与図の部品のサプライヤーにとっても，中

核企業から高い評定点を獲得するために，もちろん重要である。これらに加え，

このカテゴリーに属するサプライヤーは，次の二つの種類の能力を発展させ，

立証しなければならない。

第 1のものは，製造段階の期間中に，取引されている品目の製造原価の系統

的な低減を， r合理化」一一つまり工程改善を通じての原価低減一一，および、

「価値分析しリュー・アナリシス)J(V A)一一つまり部品の設計改善提案を

通じての原価低減の努力一ーを通じて達成しうる能力である。 1の小節で述べ

たように， 日本の中核企業は，サプライヤーたちに，最終生産物の所与のモデ

ルの存続期間中に段階的な価格引き下げを行なうことを求めるわが普通であるo

この要求を行なうさい}中核企業の側は，普通，サプライヤー側が，かれらの

利潤マージンを犠牲にするのでなく，いま上に述べた 2種類の意識的な原価低

減の努力一一つまり合理化と VA~ーを通じて，‘その要求に応じることを期待

しているo 利潤マージンを犠牲にするというノレートは長続きしない:ことがわか

っているからであるo
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第2のものは，開発段階に要求される能力であって，中核企業側からの試作

部品の発注，あるいは価格提案(quotation)提出の要請に対して，中核企業が

設定している目標に適合するような価格と品質をもって応じることのできる能

力であるo この能力は，さらに突っ込んでいえば，次のような諸能力にもとづ

いているものと想定されている。一つは，中核企業が貸与する図面に応じて製

造工程をうまく設計する能力であり r もう一つは， r価値工学〈バリュー・エ

ンジニアリング)J(V E)を実施しうる能力一一つまり，量産段階に先行する

期間中に，部品の設計改善に関する提案を通じてp 見込まれる製造原価の低減

を達成しうる能力一ーである。

浅沼(1984b)が報告しているように，合理化， VA，およびVEは，いず

れも，価格交渉の基礎となる価格算式の中にピルトインされているなんらかの

形の余剰利潤という形で，直接的に報いられる。しかし，これらの努力のおの

おのに，サプライヤーに対する，より間接的で長期的な経済的インセンテイヴ

が伴っている D これらの努力の結果として示され立証された成果は，中核企業

によって，そのサプライヤーの技術的能力の指標として考慮される。これらの

次元に沿って中核企業が行なう評定の結果として与えられる評定点の累積値が

高まるとともに，このサプライヤーが次のラウンドで，従来に比べ，少々経済

的に有利で，かつ技術的に，より高度な力を要する種類の住事を割り当てられ

る確率が高くなるのである。

3.承認図の部品のサプライヤー

上の二つの小節で挙げられたすべての属性と能力に加えて，承認図の部品の

サプライヤーが中核企業から高い評定点を受けるためには，次の能力を要求さ

れる。それは，中核企業が出した仕様に応えながら限られた時間の聞に，あ

る部品を首尾よく開発しうる能力である。これは，当然ながら，試作部品を設

計し，製作L.，テストする能力ならびに設備を含むとともに，中核企業が感じ

ているニーズを微妙な細部に至るまで理解し，それに適応しうる能力をも含ん
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でいるo 中核企業に対するフィードバックとして，関係する部品に関して中核

企業が提示した仕様の改善についての提案を，開発期間の中の十分に早期の局

面で行いうる能力も，これに含まれているo

開発の諸過程がサプライヤーに委託される程度に応じて，原価の詳細な内容

についての知識は，中核企業にとって，しだいに得ることが難しくなる。この

意味で，承認図の部品のサプライヤーは，貸与図の部品のサプライヤーよりも

独立性が大きくなり，また，より高度な技術的能力を獲得する。にもかかわら

ず，承認図の部品のサプライヤーは，中核企業のニーズに効率的に応えるため

の，より複合的な技能を持つことが要求される。中核企業が出す仕様に応じて

部品を開発する仕事は，中核企業が貸与図の部品のサプライヤーに図面を供給

する時点から見て，少なくとも数カ月早く開始される必要があるから，両当事

者間の相互作用は，承認図の部品の場合，より長い期間にわたって起こり，か

っ，より複合的なものとなるo 準承認図部品に属する多くの品目も，これと類

似の特性を持っている。

4. 関係特殊的技能

関係特殊的技能の概念を構築することをもって，この節を終えることにしよ

う。関係特殊的技能とは，基本的に，中核企業のニーズに対して効率的に反応

するためにサプライヤーの側に要求される技能のことである。この技能を形成

するには，サプライヤーが蓄積してきた基本的な技術的能力の基礎の上に，特

定の中核企業との反復的な相互作用を通じての学習が付加されることを要するo

この意味で，この技能は，つねに次の二つの層からなる。一つは，所与の中核

企業との取引を通じて獲得される学習の蓄積に対応する表層であり，もう一つ

は一般的な技術的能力に対応する基層であるヘ さらに，この二層構造に，次

7) これら二つの層の聞にはダイナミックな相互作用がある。たとえば，ある中核企業が表明した

特定のニーズち反応するためには，問題のサプライヤーが，ある新しい種類の材料を加工する方

法，あるいは従来利用可能であったものよりももっとコンパクトなチタプを設計する方法をそな

えているか，新たに開発する必要があるかもしれない。そういった方法は，他の用途にも現在ノ
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のような仕方で多次元性を導入できる o 1から 3までの小節で，私は，中核企

業の特定のニーズに反応するためにサプライヤーが開発し，行使しなければな

らないさまざまな種類の能力を列挙した。それら能力は，それぞれ，所与の部

品に関して中核企業とサプライヤーとの間に起こる相互作用の一定の局面にお

いて，多少ーとも中核企業から見て自に見えるものとなり，かつ中核企業によっ

て評定されるものとなる。これら能力を，各能力に対応する相互作用が時間的

に起こって行く順序にしたがって配列し，次の四つの互いに重'なりを持たない

グループに分類することにしよう o

X1 :開発段階の初期の局面の聞にサプライヤーが発揮することを要求され，

かつ中核企業から見て目に見えるものとなる諸能力。

X2:開発段階の後期の局面の間にサプライヤーが発揮することを要求され，

かつ中核企業から見て目に見えるものとなる諸能力。

X3:商業的生産段階の間に，製造プロセスのルーティン的なオベレーション

に関してサプライヤーが発揮することを要求され，かつ納入のさいに中

核企業から見て自に見えるものとなる諸能力。

X4:商業的生産段階の聞に，製造プロセスの改善に関してサプライヤーが発

揮することを要求され，かっ価格交渉のさいに中核企業から見て目に見

えるものとなる諸能力。

より具体的にいえば， X1は， (1)中核企業から受け取った仕様に応じて部品

を開発する能力，および(2)中核企業から受け取った仕様につき改善を提案する

能力からなる o X2は，.(1)中核企業から貸与された図面も Lくはサプライヤー

が作成じ中核企業の承認を受けた図面に準拠して製造工程を開発する能力，お

よび(2)VEを通じて見込み原価を低減させる能力からなるoXaは， (1)品質を

保証する能力，および(2)タイムリーな納入を保証する能力から構成されるoX4

は，(1)合理化を通じて原価を低減させる能力，および(2}VAを通じて原価を低

¥、すでに応用可能であるか，あるいは現在そうでなくても，やがてそうなり，このサプライヤーの

一般的な技術的基盤の一部を構成することととなろ向う。
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減させる能力から構成されるo

こうして 1から 3までの小節で展開した記述によると， Xt， X2， X3，お

よび X4は， それぞれ， 少なくとも二つの成分を持っているO しかし， 単純

化のため，今後は Xi(i=l，…，:4)を，あたかもそのおのおのが一つの成分だ、

けから構成されているかのように扱うことにし，この成分がとる水準の値を

め (i=l，…， 4)によって表わすことにしよう D

あるサプライヤーが蓄積し，ある所与の中核企業との取引において発揮しう

る関係特殊的技能を，私は (Xl1 X2， X3， X4) によって定義し，かっそのサプ

ライヤーが，ある時点において達成したこの技能の水準を (xv X2， X3， X4) 

によって表わす。

こうして，私が上に構築した関係特殊的技能の概念は，本質的に多次元的で

ある。さらに，次に述べる意味で，この技能の次元数はp 問題の部品とサプラ

イヤーがどの主要カテゴリーに属しているかに依存して異なるo いま問題の部

品が貸与図の部品に属するものであったとしよう o そのとき，貸与図の部品の

定義により， X1は，この取引と無関係であるo 他方，X2， Xaおよび X4は，

すべて関係を持つo いいかえると，この部品を供給するある特定のサプライヤ

ーの関係特殊的技能は，X2， X3， X4がそれぞれなんらかの正の値を持つベク

トノレ (0，X2， X3， X4)によって表わすことができるo 次に，問題の部品が市販

タイプ品の部品であったとしよう o そのとき， X3が， 関係特殊的技能の中で

この取引に直接に関係し，かっ中核企業から見て目に見える唯一の成分である。

実際には，品質とタイムリーな納入とを保証するためには，製造プロセスをう

まく開発し， うまく操業して行く能力が関わってくるo しかし，中核企業の観

点からすれば，これらの能力はp 納入のつど示されるサプライヤーのパフォー

マンスを通じて，はじめて評価できるようになるものである。この意味で，こ

のサプライヤーが持つ関係特殊的技能は，れがなんらかの正の値を持つベク

トノレ (0，0， X3， 0)によって表わすことができる。最後に，問題の技能が承認

図の部品であったとしよう o そのとき， Xl1 X2， Xa，および X4のすべてが関
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係してくるo したがって，問題のサプライヤーが持つ関係特殊的技能は，すべ

ての成分がそれぞれなんらかの正の値を持つベクトル (Xl1 X2， X3， X4) によ

って表わすことができるo このケースでは，中核企業から見て X2とX4がどの

程度目に見えるかは，この部品とサプライヤーとがどのサプカテゴリーに属す

るかに依存して異なることに注意してほしい。すなわち， もし問題の部品が表

2のlVに属していれば， X2 とX4は比較的よく目に見える。他方， もしその部

品が同じ表のVIに属していれば， X2とX4はあまり目に見えず，そのサプライ

ヤーの技能は，近似的に (Xl1 0， X3， 0) によって表わしうるような状態と

なる。ここまでの議論を，表3にまとめておこう o

上に述べたような仕方で関係特殊的技能の概念を構築すると I関係特殊的

技能のある特定の成分がとる水準の値」と， じ関係特殊的技能の複合度」とい

う二つの概念を明確に区別できるというメリットがある。もしある一対のサプ

ライヤーが，別々の主要カテゴリーに属していたら，この二つの企業は複合度

が異なる関係特殊的技能を持ち， したがって，それら企業の技能をベクトルの

順序づけの意味で比較することはできない。いいかえると，この二つの企業の

間で，関係特殊的技能に関し順位づけを行なうことはできないのである。もし，

ある一対のサプライヤーが，同一の主要カテゴリーに属し，しかし別々の種類

の部品を扱っていたら，この二つの企業の関係特殊的技能は，大まかには比較

できることとなる D もしp ある一対のサプライヤーが，たとえばプレーキとか，

あるいはバッテリーのような同一の種類の部品を扱っていたら，この二つの企

業の技能は厳密な意味で比較できることとなり，この二つの企業の間に明確に

順位づけを行なうことができるo

表 3を時計の針が回る方向に90度回転させ，表3の縦軸を表2の横軸に重ね

合わせて見ることができるo 表 3の中にある，括弧っきで〈中核企業から見て

可視性が低い〉と特徴づけられている部分は，まさしく， どの領域で，問題の

サプライヤーが中核企業に対して高度の技術的主導性を発揮でき，開発過程と

製造過程の中に中核企業から見てブラックボックス的な諸要素を維持しておけ
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表3

関係殊特的技能の主要構成要素

部品の主要カ X1 X2 X3 X4 

開発段階の初期の局面で 開発段階の後期の局面で 生産段階で行われる納入 生産段階で行われる価格

テゴリー 行われる相互作用を通じ 行われる相互作用を通じ のさいに目に見えるもの 再交渉のさいに目に見え

て目に見えるものとなる て目に見えるものとなる となる諸能力 るものとなる諸能力

諸能力 諸能力

市販品タイプ (中核企業から見て可視 (中核企業から見て可視 1.品面を保証する能力 〈中核企業から見て可視

性が低い〉 性が低い〉 2.タイムリーな納入を 性が低い〉
の部品 保証する能力

1.中核企業から出され 1.承認を受けた図面に 1.品質を保証する能力 1.工程改善を通じて原

た仕様に応じて製品を もとづき工程を開発す 2.タイムリーな納入を 価を低減させる能力

開発する能力 る能力 保証する能力 〈可視性は高い場合か

承認図の部品
2.仕様の改善を提案す 〈可視性は高い場合か ら低い場合までさまざ

る能力 ら低い場合までさまざ まある〉
まある〉 2. VAを通じて原価を

2. VEを通じて見込原 低減させる能力
価を低減させる能力

〈関係なし〉 1.貸与された図面にも 1.品質を保証する能力 1.工程改善を通じて原
とづき工程を開発する 2.タイムリーな納入を 価を低減させる能力
能力

保証する能力 2. VAを通じて(設計
貸与図の部品 2. VEを通じて(設計、

改善提案を通じて〉原改善提案を通じて)見
込原価を低減させる能 価を低減させる能力

力

部品の主要カテゴリー別に見た関係特殊的技能の内容
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るかを示している。技術的主導性の程度が価格交渉に及ぼす効果に関し，私は

ここまでに述べた議論にもとづき，次の命題を提出する。

命題4. あるサプライヤーがある部品に関して持っている技術的主導性の程

度が高ければ高いほど，このサプライヤーがこの部品の取引から，中核企

業が容易に感知しえないある余剰利潤を稼得しうる確率が大きくなるo 中

核企業は，この傾向性に対して，部分的に内製を開始することを含め関連

の技術に投資することによって，あるいは他に代替的なサプライヤーを見

つけることによって，対抗措置をとりうる。

しかし，企業間の交渉に対して，関係特殊的技能の水準は， どのような効果

を及ぼすだろうか。また他方，関係特殊的技能の複合度は， どのような効果を

及ぼすだろうか。そして，これら二つの効果は，命題4と， どのように関係づ

けられるだろうか。これらの問題は， Vの節で論じることにするo

V 理論的文献との関係

中核企業とそれに対するサプライヤーとの間で営まれる相互作用についての

議論を総括しながら， IVの節で関係特殊的技能の概念を定式化した。ここから

さらに一歩を進め， Aoki (1988)が導入した関係準レント (relationalquasi-

rent) の概念を，私が定式化した関係特殊的技能の概念によって基礎づけるこ

とができる。この作業を 1の小節で行なうことにしたい。次に 2の小節で，

この論文で報告した諸結果を，取引を分類するためのウィリアムソンの枠組み

にどのように関係づけることができるかを簡潔に論じるo

1.関係準レントの分配

一つの中核企業と，この中核企業が現在取引関係を持っているすべてのサプ

ライヤーとをとり，これらサプライヤーを， r現任のサプライヤー (incum-

bents)J と名づけよう o 単純化のため，この中核企業は，ただ 1種類の最終生

産物だけを製造しているものと仮定しよう o われわれが見たように，現任のサ
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プライヤーのうち少なくとも一部は，この中核企業が長期的関係を保ってきた

サプライヤーからなっているo この中核企業と現任のサプライヤーによって形

成されているシステムを全体として見るとき，このシステムは，中核企業と長

期的関係を保ってきたサプライヤーが蓄積してきた関係特殊的技能にもとづき，

すべての現任のサプライヤーを現任でないサプライヤー (nonincumbents) に

よって置き換えた仮構の状態と比べると，より大きな付加価値を生成して行っ

ているはずであるo 付加価値のこの余剰分が， Aoki (1988)によって導入され

た関係準レントに対応する。私がこの論文で導入した部品とサプライヤーとの

分類方式にもとづき，関係準レントの分配に関するかれの議論を精激化しよう。

ある長さの期間 Cたとえば 1年〉の聞に，上記のシステムによって生成さ

れる関係準レントの大きさをRによって表わすことにしよう o Rのうち，第 l

種類の部品に帰属させうる部分を Rzによって表わすことにしよう。'すでに見

たとおり，もし第 J種類の部品が自動車産業の中のカスタム部品に属するもの

とすれば，この部品を特定の中核企業に供給している現任のサプライヤーが二

つないし三つ並行して存在しているのが普通である D 中核企業と，第 J種類の

部品のサプライヤーのそれぞれとは，Rzを， なんらかの適当な比率でシェア

ーLているo すでに見たように，相対的に高水準の関係特殊的技能を達成して

いるサプライヤーは，同じ種類の部品を供給している他のサプライヤーに比べ

て，より高いランクを与えられ，中核企業から，より有利なビジネスをオファ

ーされる。たとえば，このようなサプライヤーは，競争相手のどれと比べても，

より多数の異なった銘柄の車に関する注文を，同時並行的に受けることができ

るかもしれない。あるいは，競争相手に部品発注が行なわれている他の銘柄の

どれと比べても， もっと大量に売れている銘柄の車に関する注文を受けること

ができるかもしれない。このように，現任のサプライヤーは，それぞれ，それ

らが中核企業から与えられているラ γ クに応じて，.Rzのあるシェアーを割当

てられているのであるo

第 J種類の部品の現任のサプライヤーが，ただ一つの企業だけからなってい
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るという，一方の極にあるケースでは，双方独占の状況が現出する。これは，

Shaked and Sutton (1987)によって導入された分析の枠組みの文脈の中でい

うと，雇用者の観点から見てのパートナー〈つまり雇用契約をオファーされる

労働者〉を他にスイッチすることの困難度を表わすと解釈されるパラメーター

Tが無限大に近づく状況と類似の構造を持つケースであるo 第 J種類の部品の

現任のサプライヤーのどの一つをとっても，関係特殊的技能に関して，現任で

ないサプライヤーに優越するものがないという， もう一方の極にあるケースで

は，状況は，同じ枠組みの中で，Tが1に近づき，極限においてワルラス型の

分配的帰結が現出するケースと類似の構造を持つ。中核企業によって複社発注

政策が有効に実施されている中間的なケースでは，状況は，Tが中間的な値を

とるケースと類似の構造を持つ。現実の世界では，中核企業すべての間に，双

方独占の状況が持続することを好んでいないという点で，著しい共通性があるo

どの中核企業ふ可能である限り，有資格の代替的な供給源を開発することに

よって双方独占の状況を是正しようと努める。これは， Shaked and Sutton 

によって導入されたものと類似の枠組みの中で解釈すると，相手方のサプライ

ヤーの交渉力の代理変数の意味を持つTの値を減少させようとする努力に相当

するo

次のステップとして， もう一つ別の種類の部品を考えることにし，これを第

m種類の部品とよぶことにしよう o もし Rm>Rzであれば， 第m種類の部品

は「中核企業が供給している最終生産物の付加価値構成の中で，第 l種類の部

品よりも大きなウエイトを持つ部品」であるということにする。たとえば，エ

ンジンは 1台の自動車の付加価値構成の中で，燃料噴射電子制御システムよ

りも大きなウエイトを持ち，後者はトランスミッションよりも大きなウエイト

を持つ。もし最近に至るまで第 l種類の部品だけを供給してきたサプライヤー

が，その住事に加えて，第m種類の部品の受注にも成功したとすると，このサ

プライヤーは，Rzの分配に関し正のシェアを持っているのに加えて，Rmの分

配に関しでも正のシェアを獲得するo このとき，このサプライヤーは，R全体
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の分配に関し，従来よりも大きなシェアを得ることになるo

こうして，企業成長を追求するサプライヤーにとって，次の三つの手段が利

用可能であるo

(1) 第 J種類の部品を供給するという仕事の範囲内でp 関係特殊的技能を蓄

積し，その成分の値を高めることによって，より高いランクを獲得するよ

う努力する。

(2) 従来と同ーの中核企業を相手としながら，別の種類の部品供給の仕事に

も参入するよう努力する。この別の種類の部品がp 最終生産物の付加価値

構成の中で，従来供給してきた部品よりも大きなウエイトを持つものであ

ることが，いっそう望ましい。

(3) 他の中核企業を相手とする部品供給の仕事に新規参入するか，従来から

供給していた場合には，その仕事を拡大するよう努力するo

これら三つの手段のさまざまな組合せが， もろもろのサプライヤーが現実に採

択してきた戦略ないし進化経路，あるいは今後の企業成長のために採択可能な

戦略ないし進化経路を与える O

この節の議論では，ここまでのところ，部品の区別に関して，相異なる主要

カテゴリー聞の区別は扱わず，相異なる部品種類聞の区別だけを論じてきた。

ここで，前の方の区別を導入することにしよう o ある貸与図の部品のサプライ

ヤーが， もう一つ別の種類の部品を新たに生産しはじめ，製品多様化を通じて

企業成長を追求するとき，このサプライヤーにとって自然な順序は，それまで

供給してきた貸与図の部品とコア・テクノロジーの上でなんらかの関連性のあ

るもう一つ別の貸与図の部品の生産に乗り出すことである。この場合には，旧

来のピジネス・ラインである第 J種類の部品と，新しいビジネス・ラインであ

る第m種類の部品とは，同一の主要カテゴリーに属するo しかし，進化のコー

スの中のある点で，このサプライヤーは，それまでに獲得した技術的能力と評

判とを基盤として，ある承認、図部品の生産に首尾よく参入できるかもしれない。

この点において，同一主要カテゴリー内部の発展ではなく，相異なる主要カテ
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ゴリー問の境界を越えての発展が起こるのであるo 相異なる主要カテゴリ一間

の境界を越えての発展を，サプライヤーが追求するインセンティヴは，なんだ

ろうか。われわれは，相異なる主要カテゴリー聞の境界を越えての発展が，当

のサプライヤーの収益性の上にもたらす次の二つの効果を区別することができ

るo それは， (1)利潤マージン効果と， (2)付加価値効果であるo

利潤マージン効果は，基本的に，命題4によって与えられている D 命題4に

微少な手直しを加えることにより，私は次の命題を提出する。

命題5. 1とmで二つの相異なる部品種類を表わすことにしよう o 1は，貸

与図部品カテゴリーあるいは承認図部品カテゴリーの， どちらか一方に属

しているものとしよう o さらに mは 1が属している主要カテゴリーよ

りも表2の上で右方にある，別の主要カテゴリーに属しているものとしよ

うo 最終生産物の付加価値構成の中で lが占めるウエイトとmが占めるウ

エイトとは，ほぼ等しいものと仮定しよう o さらに 1に関する現任のサ

プライヤーの数と mに関する現任のサプライヤーの数とは，ほぼ等しい

ものと仮定しよう o このとき，あるサプライヤーが部品mの1単位から稼

得しうる利潤マージンは，同じサプライヤーが部品 1の1単位から稼得し

うる利潤マージンより大きい。

しかしながら，これまである中核企業に市販品タイプの部品を供給してきた

あるサプライヤーが，この中核企業に対して，この市販品タイプの部品から派

生するある承認図部品の供給を開始することに同意するとき，企図されている

カスタム的要素の付加によって，最終生産物の付加価値構成に占める問題の部

品のウエイトは，ふつう，増大するものと予想される。カスタム的要素の付加

によって生じた新しい部品がもたらす関係準レントの分配に占めるサプライヤ

ー側のシェアは，これまでの部品に比べ，やや小さくなるかもしれない。なぜ

なら，中核企業の側が自分が行なった寄与に対する見返りとして，従来より大

きなシェアを要求するかもしれないからである。しかし，たとえ，サプライヤ

ーのシェアの ζのような減少が起こったとしても，それは，関係準レントの大
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きさそのものが増えることによって補償されるであろう o

上の議論の要約として，私は次の命題を提出する。
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命題6. 1がある市販品タイプの部品であるとし mがJから派生するある

承認図部品であるとしよう o このとき，Rm>Rlである。

'一つの中核企業に対する現任のサプライヤ一同士が，上に見た諸戦略に従い

ながら企業成長を追求する中で，それらサプライヤ一間に繰り広げられた競争

は，集計的な一つの帰結として，全体としてのRの値を押し上げることが起こ

りうる。これが起こるのは，考察の対象にとられている期間の聞に，現任でな

いサプライヤーの中に， どれーっとして，技術的投資と，他のもっとすぐれた

中核企業との取引とを通じて，関係特殊的技能の水準と複合度を，少なくとも

一つの現任のサプライヤーにとって替わるに十分な域に到達させうるものがな

いという条件の下においてである。

このように，部品とサプライヤーを分類するための私の方式は，サプライヤ

ーがグレードを高めて行く諸経路と，サプライヤーの努力を誘引するもろもろ

のインセンティヴとを，従来の文献よりも詳細な仕方で分析するために用いる

ことカ5できるo

2.取引の分類方式

ウィリアムソン(1979)は，取引を，次の三つの次元に沿って分類しでいる。

それは， (1)この取引の当事者たちが面している不確実性の程度， (2)取引が行な

われる頻度，および(3)この取引に特殊的な投資が行なわれる程度〈短くいえば

い資産の特化度)，以上三つの次元であるo この小節の以下の部分で， 部品とサ

プライヤーを分類するための私の方式を，いまの順序で，ウィリアムソンの枠

組みと簡潔に比較することとしよう o まず第 1に，この論文で私は不確実性の

問題を全面的に論じてはいない。しかしながら，私は最終生産物の技術的成熟

度という概念を導入した。 ζれは，不確実性の程度を決定する重要なー要因で

あるo この要因に関し，私はY事業所で，次のような事実を観察した。それは，
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frrの節の 2の小節で述べたように，この事業所に対するサプライヤー全体の

20パーセ γ トは年々変わっているといわれているが，メーターおよびコンプレ

ッサーというこつの最終生産物のためのサフ。ライヤーは，ず、っと固定してい

る」という事実であるo このことは，次の命題を示唆するものであるo

命題7. ある最終生産物のためのカギとなるテクノロジーが未成熟であれば

あるほど，それを生産じている中核企業にとって，この特定の最終生産物

のためのサプライヤーの集合については，その集合のメ γパーシップをオ

ープンにしておくイ γセγティヴが大きい。

ウィリアムソン(1979)は，不確実性の程度の増大が「相対(あいたい〉交

渉にもとづく取引制御 (bilateralgovernance) Jに及ぼす効果に関して次のよ

うな予測を推論にもとづいて与えている。それは， f問題の取引の当事者たち

は，取引対象となっている財のカスタム化の程度を減少させるか，あるいは契

約を従来よりも精敏なものにするかのどちらかを行なうことが必要となる。」

というものであるo この命題に，私は上の命題7をつけ加えるo

命題7は，次のような推論によって，私の分析方式の中で説明を与えること

ができる。カギとなるテクノロジーの未成熟度が相対的に見て大きい最終生産

物を念頭に置き，それに使われる部品を供給している現任のサプライヤーを一

つ取り上げてみようoNの節の 4の小節で論じたように， 関係特殊的技能は

二つの層からなっているo 技術的未成熟性を特徴とする生産物の場合には，こ

のサプライヤーが現在の瞬間に，関係特殊的技能の表層の側一一つまり取引を

通じて獲得される技能一一において保持している競争上の優位性は，次の瞬

間に，現任でないサプライヤーのどれかが，純粋に技術的な投資を通じて，

基層の側で大きな優位性を獲得することにより，容易に相殺されうるのであ

る。

第2に，この論文で，私は，特定の中核企業ないし中核事業所において，外

界からそこに入ってくる需要の時間的パターンないし間欠性に規定されて実現

している最終生産物の典型的な生産規模を，最終生産物の技術的未成熟度にな
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らぶもう一つの変数として使ったが，これは，ウィリアムソンの枠組みと次の

ように関係する。かれは，取引の頻度という次元を導入し，その軸に沿って，

「散発的な (occasional)J取引と「頻発的な (recurrent)J取引というこつの

カテゴリーを識別しているのであるが，私のこの変数は，ウィリアムソンが設

けている「頻発的な」取引というカテゴリーの中に，いっそう細かい区分を持

ち込んでいるo

第3に，資産の特化度に関するウィリアムソンの取扱いと，関係特殊的技能

に関する私の扱い方との間には，いくつかの相違が見いだされる。第 1の相違

は，かれが，資産の特化度を，あたかもそれがスカラーによって測られうるも

のであるかのように取り扱っているのに対して，私の方は，関係特殊的技能を

多次元ベクトルによって表現されるべきものと扱っていることである。さらに，

私の分析方式では，このベクトルの次元数は，問題のサプライヤーがどのカテ

ゴリーに属しているかに依存して異なる。たとえば，承認図部品を供給してい

るあるサプライヤーについていうと，このサプライヤーが，ある中核企業 tに

関して蓄積している関係特殊的技能は，成分 Xliがなんらかの正の値をとる 4

次元ベクトノレ (Xli，X2i， X3i， X心によって表現される。第2の相違は， ウィ

リアムソンが，いったん投資されてしまったあとでは，特定の中核企業との関

係に閉じこめられてしまうことになるような特殊性を持つ設備ないし立地を強

調しているのに対して，私の方は，主として，組織としての特定のサプライヤ

ーの中に蓄積される人的なノウハウに焦点を置いていることである。したがっ

て， もし，番号 iで表わされるある中核企業が別の中核企業jに比べてすぐれ

ているならば，中核企業 tとの取引を通じて，特定のサプライヤーが，ある種

1類の技能hに関して高い Z是正の値を獲得することは， このサプライヤーが別

の中核企業jとの取引において発揮しうる同じ種類の技能的j の上にもスピ

ルオーバー効果を持つかもしれない。この意味で，あるサプライヤーが関係特

殊的技能に行なった投資は，必ずしも特定の中核企業との関係の中に閉じこめ

られてしまうことにならなL、。いいかえると Xki ないしれj のどちらかが
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大きくなるとき，それに伴って，なんらかの一般的能力が伸びるのである。

最後に，分析の対象にとられている関係の時間的な視野についても相違があ

るo ウィリアムソンは，取引の対象となる特定の中間生産物の最初の価格につ

いても，また仕様についても，交渉はすでに，分析を開始する前に終わってし

まっているものと仮定しているo この中間生産物の取引が続行する期間と関係

の存続期間とが等しいという想定が置かれた上で，分析の焦点は，もっぱら，

時聞が経つにつれて必要となる「期間中の調整(interimadjustments) Jに置

かれている。他方，私がこの論文で論じた長期的関係は， もっとはるかに長い

時間，存続しうるものである D それは同ーの銘柄の最終生産物の相異なる諸世

代にわたって保たれうる。新規モデ、ノレが開発されるごとに，この関係は，その

サプライヤーが持つ能力の再評価と取引条件の再交渉とを伴いながら，更新さ

れうるo 分析の時間的視野に関するこの相違は，部分的には，契約的慣行の日

米間の相違を反映しているように思われるが，紙面の制約のため，このあとの

方の相違は，この論文では論じることができなかった。この点について論じる

こと，ならびにウィリアムソ γの議論と私の議論との間にある上述のもろもろ

の相違から出てくるインプリケーションについて論じることは，別の機会にゆ

ずることにしたい。

VI結び

この論文では，典型的な日本の中核企業と，それに対して供給を行なってい

るサプライヤ一群の中の個々の企業との間に張られている諸関係を観察すると，

さまざまなタイプの関係が存在していることを示した。さらに，長期的諸関係

が，文化的要因よりも，むしろサプライヤーが蓄積する関係特殊的技能と，そ

れに対して中核企業が行なう評定とにもとづいて，経済的要因から説明される

べきであることを示した。また，関係特殊的技能の概念を，取引される部品の

タイプに依存して異なった次元数を持つ多次元のものとして構築した。さらに，

この議論を進めて行く中で，最終生産物が持つ諸特性が，それに関連する中核
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企業とサプライヤーとの間の関係の様式にどのような効果を及ぼすかを分析し

た。最後に，こうして得られた諸結果を，青木の著作およびウィリアムソンの

著作と関係づけた。

いくつかの点が，今後さらに照明を加えるべきものとして残されている己こ

の論文では，内外製決定を規定する諸要因を全面的には分析していない。また，

これに関連することがらであるが，関連会社が果たす役割も明らかにしていな

い。さらに，この論文では，国際比較はまったく行なっていなし、。これらの点

については，今後いくつかの機会に論じることにしたい。
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